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しごとや生活に困っていらっしゃる方、まずはご相談ください。相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プラ
ンを作成し、専門の支援員があなたに寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。

自立相談支援事業 住居確保給付金の支給

あなただけの支援プランを作ります。 家賃相当額を支給します。

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まず
は地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相
談を受けて、どのような支援が必要かをあなたと
一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り
添いながら自立に向けた支援を行います。

離職などにより住居を失った方、または失うおそれ
の高い方には、就職に向けた活動をすることなどを
条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活
の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援
を行います。

4月から、生活困窮者への支援制度が始まります。4月から、生活困窮者への支援制度が始まります。

等をサポートします。等をサポートします。就 職 住 居
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各自治体の窓口に配
置されている支援員
が応対します。何ら
かの理由で窓口にお
越しいただけない場
合はご自宅にも訪問
します。

あなたの生活の困り
ごとや不安を支援員
にお話しください。
生活の状況と課題を
分析し「自立」に向
けて寄り添いながら
支援を行います。

支援員はあなたの意
思を尊重しながら、
自立に向けた目標や
支援内容を一緒に考
え、あなただけの支
援プランを一緒に作
ります。

完成した支援プラン
は自治体を交えた関
係者の話し合い（支
援調整会議）により
正式に決定され、そ
の支援プランに基づ
いて各種サービスが
提供されます。

各種サービスの提供
がゴールではありま
せん。あなたの状態
や支援の提供状況を
支援員が定期的に確
認し、支援プラン通
りにいかない場合は
支援プランを再検討
します。

あなたの困り事が解決
されると支援は終了し
ますが、安定した生活
を維持できているか、
一定期間、支援員によ
るフォローアップがな
されます。

＜相談から支援までの流れ（相談無料・秘密厳守）＞

ご相談は　石垣市福祉事務所(福祉部福祉総務課内）　生活困窮者担当窓口
電話：0980-82-5045　　FAX:0980-82-1580

ケーブルテレビの「デジアナ変換サービス」は 27 年 3 月までに終了します

暫定的にアナログテレビでもケーブルテレビ経由
で地上波デジタル放送を視聴できる「デジアナ変
換サービス」は27年 3月までに終了します。引き
続き、デジタル放送を見るには次の3つの受信方
法があります。

・ ケーブルテレビと契約し、デジタルSTB（セット 
  トップボックス）を設置する
・ デジタルテレビに買い替える
・ 地デジチューナーを購入し、アナログテレビに
  接続する

また、ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯については、
地デジチューナの無償給付を受けられる場合があ
ります。
【問合せ先】
総務省地デジコールセンター　☎0570（07）0101へ。対策はお早めに！

毎月１日は　★★★ ラジオ体操会 ★★★

６：１５～７：００まで　石垣市中央運動公園陸上競技場（雨天：屋内練習場）
主催：石垣市　石垣市体育協会　お問い合わせ：０９８０－８８－６６６６


